
一
〇
七
一

附
属
書
三－

Ｅ

ア
ン
ド
ラ
公
国
に
関
す
る
附
属
書

１

ア
ン
ド
ラ
公
国
の
原
産
品
で
あ
っ
て
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
第
二
五
類
か
ら
第
九
七
類
ま
で
の
各
類
に
分
類
さ
れ
る
も
の

は
、
こ
の
協
定
に
規
定
す
る
欧
州
連
合
の
原
産
品
と
し
て
日
本
国
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
。

２

１
の
規
定
は
、
欧
州
経
済
共
同
体
と
ア
ン
ド
ラ
公
国
と
の
間
の
書
簡
の
交
換
の
形
式
に
よ
る
協
定
の
締
結
に
関
す
る
千
九

百
九
十
年
十
一
月
二
十
六
日
の
閣
僚
理
事
会
決
定
第
九
〇
・
六
八
〇
・
Ｅ
Ｅ
Ｃ
号
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
関
税
同
盟
に
基
づ

き
、
欧
州
連
合
が
日
本
国
の
原
産
品
に
つ
い
て
適
用
す
る
待
遇
と
同
一
の
関
税
上
の
特
恵
待
遇
を
ア
ン
ド
ラ
公
国
が
当
該
原

産
品
に
つ
い
て
適
用
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
適
用
す
る
。

３

こ
の
附
属
書
の
規
定
の
適
用
上
、
第
三
章
の
規
定
を
準
用
す
る
。

注
５

場
所
及
び
日
付
は
、
こ
れ
ら
の
情
報
が
文
書
自
体
に
含
ま
れ
る
場
合
に
は
、
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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